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役場からのお知らせ
town office information

役場からのお知らせ
town office information

申
請

受
付

南
会
津
町
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

　
　
　
　
　
　

改
修
助
成
事
業

　

地
震
の
際
に
歩
行
者
の
安
全
確
保
や
円
滑
な
救
急
・
消
火
活
動
を
行
う

た
め
に
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
倒
壊
を
防
ぐ
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
は
じ
め
と
す
る
私
有
財
産
は
、
所
有
者
の
責
任
で
管
理

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
定
期
的
に
点
検
を
実
施
し
、
適
正
な
安
全
対

策
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、
地
震
の
際
の
倒
壊
事
故
を
解
消
す
る
た
め
、
撤
去
・
補
強
・

造
り
替
え
な
ど
に
関
わ
る
工
事
経
費
を
対
象
と
し
た
補
助
事
業
を
創
設
し

ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
期
間

　

７
月
１
日
（
水
）
か
ら
７
月
31
日
（
金
）
ま
で

◆
補
助
対
象

　

通
学
路
ま
た
は
避
難
路
に
面
し
、
高
さ
1.2
㍍
を
超
え
る
も
の

　

※
交
付
決
定
前
に
行
わ
れ
た
工
事
な
ど
、
状
況
に
よ
っ
て
は
補
助
対
象

　

に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
工
事
着
手
前
に
必
ず
ご
相
談

　

く
だ
さ
い
。

◆
補
助
金
額

　

①
撤
去
工
事
や
補
強
工
事
の
場
合　

経
費
の
２
／
３
以
内（
限
度
額
15
万
円
）

　

②
造
り
替
え
工
事
の
場
合　
　
　
　

経
費
の
２
／
３
以
内（
限
度
額
28
万
円
）

◆
申
込
み
・
問
合
せ

　

建
設
課　

建
築
営
繕
係

　
　

電
話　

０
２
４
１
（
６
２
）
６
２
３
０

ご
自
宅
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を

ご
自
宅
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を

　
　
　
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

　
　
　
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

空
き
家
等
の
適
正
管
理
に

　
　
　
　
　
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

近
年
、
過
疎
化
や
高
齢
化
、
ま
た
は
経
済
的

事
情
な
ど
に
起
因
し
て
、
空
き
家
が
適
正
に
管

理
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
放
置

さ
れ
た
空
き
家
の
大
部
分
は
、
倒
壊
の
危
険
性

や
防
犯
上
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
生
活
環
境

面
で
周
辺
住
民
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
と
「
南
会
津
町
空
き
家
等
の
適

正
管
理
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、
町
民
の

皆
さ
ん
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、「
地

域
の
良
好
な
環
境
の
保
全
」
と
「
住
民
の
安
全

で
安
心
な
暮
ら
し
」
を
確
保
す
る
よ
う
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

管
理
不
全
の
状
態
と
は

▼
雑
草
や
樹
木
が
繁
茂
し
、
景
観
や
周
辺
環
境

　

が
著
し
く
損
な
わ
れ
て
い
る
状
態

▼
外
壁
や
敷
地
内
の
立
木
な
ど
が
、
積
雪
や
台

　

風
な
ど
の
自
然
災
害
で
倒
れ
た
り
、
飛
び
散

　

っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
周
辺
住
民
へ
危
害
が

　

及
ぶ
恐
れ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
放
置

　

し
て
い
る
状
態

▼
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
て
い
る
な
ど
、
内
部
へ
の

　

出
入
り
が
自
由
で
、
侵
入
者
に
よ
り
火
災
や

　

犯
罪
が
発
生
す
る
恐
れ
の
あ
る
状
態

①建物倒壊、放火などの危険があります。

②不法侵入や犯罪に用いられる可能性があります。

③ごみや危険物など、不法投棄の場所になります。

④悪臭や虫害、動物侵入などの恐れがあります。

⑤管理不全が原因で、他人に危害を及ぼした場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

⑥固定資産税や修繕費の負担が多額になります。

⑦特定空き家（管理不全または危険性のある空き家）に指定され、「勧告」を受けると、
　固定資産税が最大６倍高くなります。

⑧建物が老朽化して傷んでくると、解体費用も高額になります。

空
き
家
等
の
管
理
は

　
　
　

所
有
者
等
の
責
任
で
す

　

管
理
不
全
を
原
因
と
し
て
事
故
が
発
生
し
、

他
人
に
被
害
を
与
え
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
空

き
家
等
を
所
有
、
ま
た
は
管
理
さ
れ
て
い
る
方

が
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

空
き
家
等
は
個
人
財
産
で
す
。
所
有
ま
た
は

管
理
さ
れ
て
い
る
方
は
、
管
理
不
全
な
状
態
に

陥
る
こ
と
が
な
い
よ
う
適
正
に
管
理
す
る
義
務

と
責
任
が
あ
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

空き家等を適正に管理しないと
たくさんのデメリットがあります！

【問合せ】総合政策課　地域振興係　電話０２４１- ６２- ６２１０

空
き
家
等
の
管
理
に

　
　
　
　
　
　

お
困
り
の
方
へ

　

空
き
家
（
敷
地
を
含
む
）
や
、
空
き
家
解
体

後
の
空
き
地
な
ど
の
管
理
が
で
き
ず
、
お
困
り

の
方
は
南
会
津
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

草
刈
り
や
清
掃
作
業
な
ど
、
簡
単
な
作
業
を

代
行
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

♦
問
合
せ

　

南
会
津
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
　

電
話　

０
２
４
１
（
６
２
）
３
９
２
７


